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R6.12.3第13回新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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R7.7.4 第116回社会保障審議会医療部会資料



経済財政運営と改革の基本方針 2025（抜粋）

○ 2040年頃を見据え、医療・介護の複合ニーズを抱える85歳以上人口の増大や現役世代の減少に対応できるよう、コロナ後の
受診行動の変化も踏まえ、質が高く効率的な医療提供体制を全国で確保する。
このため、医療需要の変化を踏まえた病床数の適正化を進めつつ、かかりつけ医機能の発揮される制度整備、医療の機能分

化・連携や医療・介護連携等を進める。

○ 持続可能な社会保障制度のための改革を実行し、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を実現するため、新たな地域
医療構想に向けた病床削減を通じた効率的で質の高い医療の実現などの改革について、引き続き行われる社会保障改革に関す
る議論の状況も踏まえ、2025 年末までの予算編成過程で十分な検討を行い、早期に実現が可能なものについて、2026 年度か
ら実行する。
※人口減少等により不要となると推定される一般病床・療養病床・精神病床といった病床について、地域の実情を踏まえた調
査を行った上で、２年後の新たな地域医療構想に向けて、不可逆的な措置を講じつつ、調査を踏まえて次の地域医療構想ま
でに削減を図る。

○ 地域医療構想については、地域での協議を円滑に進めるため、医療機関機能・病床機能の明確化、国・都道府県・市町村の
役割分担など、2025年度中に国がガイドラインを策定し、各都道府県での2026年度以降の新たな地域医療構想の策定を支援
する。

○ 社会保障関係費については、医療・介護等の現場の厳しい現状や税収等を含めた財政の状況を踏まえ、これまでの改革を通
じた保険料負担の抑制努力も継続しつつ、2025年春季労使交渉における力強い賃上げの実現や昨今の物価上昇による影響等に
ついて、経営の安定や現場で働く幅 広い職種の方々の賃上げに確実につながるよう、的確な対応を行う。具体的には、高齢化
による増加分に相当する伸びにこうした経済・物価動向等を踏まえた対応に相当する増加分を加算する。

○ 次期報酬改定を始めとした必要な対応策において、2025年春季労使交渉における力強い賃上げの実現や昨今の物価上昇によ
る影響等について、経営の安定や現場で働く幅広い職種の方々の賃上げに確実につながるよう、的確な対応を行う。

○ 2024年度診療報酬改定による処遇改善・経営状況等の実態を把握・検証し、2025年末までに結論が得られるよう検討す
る。

地域医療構想関係

診療報酬関係

11

R7.7.29北海道総合保健医療協議会
地域医療専門委員会資料


